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(
2025年4月 1日から
2026年3月31日まで)

事　業　報　告

1. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

　事業の経過及び成果

　当連結会計年度（2025年4月1日から2026年3月31日まで）における世界

経済は、ロシア・ウクライナ情勢や中東情勢に起因する原材料及びエネル

ギー価格の高止まり、賃上げや労働人口の減少による人件費の上昇、アメ

リカによる関税政策に起因する世界的なインフレによる景気減速懸念等、

先行きが不透明な状況が継続しております。

　当社グループの属する外食産業について、国内においては、東アジア・

欧米豪を中心にインバウンド消費が底堅く推移していることや、所得環境

の改善を背景とした個人消費の持ち直し等により経済活動が活発になって

いる一方で、中国からのインバウンドの減少が顕在化していることや、原

材料及びエネルギー価格の上昇、長期間に及ぶ円安による輸入コスト増加

等による物価高騰に伴う景気減速の懸念、人手不足等による人件費の上昇

が重なり、引き続き厳しい経済状況にあります。海外においては、地政学

的な不安定要素において、原材料及びエネルギー価格の高騰が続いており

ます。主要国では利下げ局面に転じつつあるものの、アメリカによる関税

政策に伴うインフレ懸念等、引き続き注視が必要な状況にある点は国内と

同様であります。

　このような状況のもと、当社グループでは、「変わらないために、変わ

り続ける」という企業理念に基づき企業活動を行っており、2025年10月16

日に主力ブランドである一風堂が、皆様のご支援に支えられ創業40周年を

迎えました。国内においては、新規出店が順調に進んでいることや、店舗

限定商品の増加、「太つけ麺」、「冷やかけ中華そば」、「油そば」、

「味噌赤丸」、「麻辣玉」等のシーズナル商品の販売、創業40周年を記念

した「高濃度BRIXラーメン」、「U400」やコラボラーメンの販売、メディ

ア露出等が集客につながりました。2025年4月には、因幡うどんが福岡県

外初進出となる「ハラカド店」をオープン、2025年12月には、一風堂が鹿

児島県初出店となる「アミュプラザ鹿児島店」をオープンし、メディアに

多く取り上げられました。また、従業員のベースアップ等を実施しており

ますが、2023年10月の商品リニューアルを兼ねた値上げ以降、約2年半に
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わたり値上げは実施しておりません。更なるQSC（商品の品質、サービ

ス、清潔さ）の向上と収益性向上のため、2026年4月より9店舗において接

客力や製造力の強化を目的とした現場力推進ブロックを創設いたしまし

た。接客力の向上や店舗内でのスープ製造を通じて、お客様の満足度と従

業員のスキル向上を図るとともに、チャーハン自動調理器の導入等による

DX施策を組み合わせることで、新たな店舗価値の創出と収益性向上を目指

してまいります。

　海外においては、引き続きインフレによる原材料価格や人件費、家賃等

のコストが増加しております。世界各地で景気は不安定であり、外食に対

する消費マインドは低下しております。また記録的な異常気象やデモ等に

よる治安悪化により、来店客数がいくつかの主要拠点において前年同期比

で減少しております。また創業40周年に合わせ、各国にて記念イベントを

開催いたしました。当期は、既存店の改善及びビジネスモデルの修正に注

力し新規出店は慎重に判断いたしました。収益性改善のため、シフト調整

や原材料の見直し等の取組みにより、コスト削減を進めており、効果が

徐々に顕在化しております。また、2025年9月に新規国となりますスペイ

ンでの新規出店や、2025年10月にインドネシアにおけるハラル業態の新規

出店等、新規エリアや新規市場での事業拡大を図っております。更なる展

開に向けて、海外研修制度等を通じて、人材育成を進めております。

　商品販売につきましては、看板商品の一風堂おみやげラーメンのリニュ

ーアルを実施いたしました。引き続き、国内では一風堂関連商品のB2B営

業の強化を行うとともに、海外では、食の多様性に対応した「プラントベ

ース白丸・赤丸」乾麺タイプ等の販売について既存展開国の強化及び新規

国への販路拡大に取り組んでおり、当期はアメリカや台湾、韓国等の量販

店向けに取引を開始いたしました。

　当連結会計年度末の店舗数はライセンス形態での展開を含め、当社グル

ープ合計で317店舗（国内173店舗、海外144店舗、前期末比国内17店舗

増、海外4店舗増）となりました。

　以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高は36,261百万円

（前期比6.1%増）となりました。営業損益は、2,325百万円の利益（前期

比17.3%減）となりました。経常損益は2,582百万円の利益（前期比9.1%

減）となり、親会社株主に帰属する当期純損益は1,829百万円の利益（前

期比4.0%増）となりました。
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事業セグメント別の業績の概要

＜国内店舗運営事業＞

　国内店舗運営事業につきましては、「一風堂」ブランドにおいて12店

舗、「因幡うどん」ブランドにおいて1店舗出店した一方で、「一風堂」

ブランドにおいて4店舗閉店したこと、M＆Aにより「楓」ブランドにおい

て6店舗、「奏」ブランドにおいて2店舗追加されたことから、当連結会計

年度末の店舗数は173店舗（前期末比17店舗増）となりました。また、

「RAMEN EXPRESS」ブランドにおいて1店舗、「名島亭」ブランドにおいて

1店舗を「一風堂」へ、「一風堂」ブランドにおいて1店舗を「名島亭」ブ

ランドへ業態変更を行っております。新規の地方都市への出店など、各商

圏の変動に合わせて出店エリアを拡大しております。

　当セグメントの状況は、所得環境の改善による個人消費の持ち直しによ

る人流の増加や、東アジア・欧米豪を中心にインバウンド消費が底堅く推

移したことが、売上に貢献いたしました。新規出店が順調に推移している

ことや、創業40周年を記念した限定ラーメンの販売、期間限定商品の増

加、メディアへの露出増加が集客に繋がりました。しかしながら、中国か

らのインバウンドの減少が顕在化していることや、原材料価格や物流費、

人件費等のコスト増加、猛暑や残暑等の気候変動による既存店来店客数減

少により、営業利益は悪化いたしました。更なるQSC（商品の品質、サー

ビス、清潔さ）の向上と収益性向上のため、2026年4月より9店舗において

接客力や製造力の強化を目的とした現場力推進ブロックを創設いたしまし

た。接客力の向上や店舗内でのスープ製造を通じて、お客様の満足度と従

業員のスキル向上を図るとともに、チャーハン自動調理器の導入等による

DX施策を組み合わせることで、新たな店舗価値の創出と収益性向上を目指

してまいります。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は、17,417百万円（前期比12.0%

増）となりました。セグメント損益は、1,447百万円の利益（前期比6.5%

減）となりました。

＜海外店舗運営事業＞

　海外店舗運営事業につきましては、シンガポールに2店舗、オーストラ

リアに2店舗、アメリカに2店舗、台湾に2店舗、イギリスに1店舗、インド

ネシアに1店舗、スペインに1店舗、タイに2店舗、中国に1店舗、フィリピ

ンに1店舗、ベトナムに1店舗出店した一方で、台湾で2店舗、アメリカで1

店舗、インドネシアで1店舗、香港で2店舗、中国で2店舗、タイで2店舗、
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マレーシアで1店舗、ミャンマーで1店舗閉店したことから、当連結会計年

度末の店舗数は144店舗（前期末比4店舗増）となりました。また、アメリ

カにおいて「IPPUDO」ブランド1店舗を「ippudo V」ブランドに、タイに

おいて「IPPUDO」ブランド1店舗を「Ramen Neo」ブランドへ業態を変更し

ております。

　当連結会計年度の当セグメントにおける対象期間（2025年1月1日から

2025年12月31日まで）の状況は、インフレの影響により原材料価格の高騰

や、賃金・地代家賃等のコスト上昇に見舞われました。それに伴い、価格

改定やメニュー変更、人員配置等の見直しにより、コスト削減を実施いた

しました。しかしながら、世界経済の成長率鈍化や、地政学要因に伴うエ

ネルギー・物流コストの高止まり、各国の異常気象、治安動向の影響によ

り来店客数が減少し売上高が前年同期比で減少したことで、営業利益率は

悪化いたしました。また新規国や商圏の変動に伴う新規エリア開発の初期

コストの計上や、計画に見込んでおりました新規出店が遅延したことによ

るコスト増加も営業利益に影響いたしました。新規国として「IPPUDO」を

スペインに出店し、また新規ブランドでハラル業態の「Ramen Mania」

を、インドネシアに出店いたしました。引き続き、各国における商圏の変

動や市場ニーズを調査し、新規出店及びブランド戦略を検討してまいりま

す。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は、14,427百万円（前期比1.8%

減）となりました。セグメント損益は、870百万円の利益（前期比22.6%

減）となりました。

＜商品販売事業＞

　商品販売事業につきましては、看板商品である一風堂おみやげラーメン

をリニューアルいたしました。また、コンビニエンスストアや食品メーカ

ーとのコラボ商品による認知度向上及び販路拡大を進めてまいりました。

海外においては、アメリカや台湾、韓国等の量販店向けに取引を開始して

おり、引き続き、主力の一風堂商品のラインナップ及び販売チャネルの拡

大、新規国との取引拡大に取り組んでまいります。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は、4,416百万円（前期比12.7%

増）、セグメント損益は、562百万円の利益（前期比9.6%増）となりまし

た。
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区 分
第38期

(2023年3月期)
第39期

(2024年3月期)
第40期

(2025年3月期)

第41期
(当連結会計年度)
(2026年3月期)

売 上 高 26,116 31,776 34,166 36,261

経 常 利 益 2,321 3,489 2,841 2,582

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益

1,628 2,186 1,758 1,829

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 57円05銭 72円87銭 58円35銭 60円78銭

総 資 産 17,477 17,229 18,541 20,071

純 資 産 7,640 9,269 10,661 12,112

区 分
第38期

(2023年3月期)
第39期

(2024年3月期)
第40期

(2025年3月期)

第41期
(当事業年度)

(2026年3月期)

売 上 高 2,312 1,855 2,961 2,174

経 常 利 益 908 413 1,338 578

当 期 純 利 益 1,940 261 1,270 709

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 67円98銭 8円71銭 42円17銭 23円57銭

総 資 産 12,754 9,747 10,186 10,100

純 資 産 7,125 6,617 7,167 7,332

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

（単位：百万円）

②　当社の財産及び損益の状況
（単位：百万円）
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(3) 対処すべき課題

　当社グループは創業の精神である、「食を通して新しい価値を創造し「笑

顔」と「ありがとう」とともに世界中に伝えていく。変わらないために変わ

り続ける。」をグローバルに実現することを目指すとともに、より高いレベ

ルでの顧客満足の獲得と更なる企業価値の向上に尽力し、顧客及び株主等の

ステークホルダーの利益の最大化の実現に努めてまいります。

　世界経済におきましては、ロシア・ウクライナ情勢や中東情勢に起因する

原材料及びエネルギー価格の高止まり、賃上げや労働人口の減少による人件

費の上昇、アメリカによる通商政策の不確実性やホルムズ海峡の物流リスク

等に伴う景気減速懸念等、先行きが不透明な状況が継続しております。

　飲食業界におきましては、東アジア・欧米豪を中心にインバウンド消費が

底堅く推移していることや、所得環境の改善を背景とした個人消費の持ち直

し等により経済活動が活発になっている一方で、中国からのインバウンドの

減少が顕在化していることや、原材料及びエネルギー価格の上昇、長期間に

及ぶ円安による輸入コスト増加等による物価高騰に伴う景気減速の懸念、人

手不足等による人件費の上昇が重なり、引き続き厳しい経済状況にありま

す。

　このような環境のもと、以下の課題に取り組み、事業の拡大に努めてまい

ります。

① 国内事業基盤の強化

　既存店の収益性向上が重要であるとの認識のもと、従来の人口密集地や

集客力の高い商業施設に加え、都心部近郊の中商圏やロードサイドへの出

店を積極的に行うとともに、将来の収益性の低下が見込まれる店舗や、不

採算店舗の戦略的閉店、既存ブランドへの業態変更も進め、より高い収益

体質へと改善していきます。因幡うどんや名島亭の出店エリア拡大等、新

たな商圏への進出も進めてまいります。更なるQSC（商品の品質、サービ

ス、清潔さ）の向上と収益性向上のため、2026年4月より9店舗において接

客力や製造力の強化を目的とした現場力推進ブロックを創設いたしまし

た。接客力の向上や店舗内でのスープ製造を通じて、お客様の満足度と従

業員のスキル向上を図るとともに、チャーハン自動調理器の導入等による

DX施策を組み合わせることで、新たな店舗価値の創出と収益性向上を目指

してまいります。

　商品においては、主力商品であるラーメンの継続的な改善を行うととも

に、期間限定や店舗限定の新商品を発売し顧客の来店促進につなげてまい
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ります。また、植物由来のプラントベースラーメンの販売や、食の多様

化、原材料調達リスクの分散、持続可能な社会の実現のための商品開発を

継続的に行ってまいります。

　併せて人材不足や人件費の更なる高騰を見据えて店舗レイアウト及び炒

め調理ロボット等の厨房オペレーションの自動化と効率化を図り、飲食事

業として総合的な次世代の食の在り方を追求してまいります。

② 海外事業の拡大

　海外では、インフレや世界情勢が不安定なため、景気先行きに対する懸

念はございますが、長期的には経済の成長が続き、中間所得者層の増加に

伴う消費意欲の向上により、飲食市場は拡大を続けていくと見込んでおり

ます。日本食への「健康」「おいしさ」「文化」等の観点から関心は高

く、今後も市場が拡大していくものと見込んでおります。

　その中で当社は、直営エリアにおいては、フラッグシップ店の出店やセ

ントラルキッチン等の導入コストがかかる初期フェーズを経て、店舗拡大

フェーズへと移行しております。しかしながら、地政学リスクに起因する

原材料価格やエネルギー価格の上昇、人件費の上昇、アメリカによる通商

政策の不確実性やホルムズ海峡の物流リスク等、先行きが不透明な状況が

継続しております。そのような状況でも事業拡大を加速させるため、商圏

の変動に伴う出店エリアの見直しや、ハラル業態の「Ramen Mania」の出

店拡大等、今まで培ってきたそれぞれの市場に合わせた商品開発や店舗開

発、世界規模においてのブランド力の更なる向上に努めてまいります。

　また、ライセンス事業においては、主にアジアの現地のパートナーの資

本力、マーケティング力、ネットワーク力を活用し、引き続き事業拡大を

目指していきます。

③ 商品販売事業の拡大

　販売先としましては、規模が見込める国内の主要スーパー並びに、百貨

店・空港等のお土産需要が見込まれる商圏、自社サイトを通じてEC市場で

の規模拡大を目指します。

　海外においても一風堂関連商品に対して関心が高い水準にあることか

ら、随時海外各市場においても同商品の導入を進めてまいります。

④ 人財の採用と教育

　当社グループの競争力の源である店舗運営力の向上のためには、人財の

育成こそが他社との差別化にもつながると考えており、国内外を問わず、
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人財採用の強化及び従業員満足度の向上を継続して行ってまいります。

　日本のみならず、各先進国においても人口の高齢化や少子化の傾向は見

受けられ、人財の確保において業界を問わず競争は激化しております。当

社グループは、給与のベースアップ等により総報酬額の引き上げを行うと

ともに、働き方の多様性を確保するために、地域限定社員や契約社員の採

用を推進しております。また、充実した研修制度により、継続的な雇用を

実現するとともに、高いサービスレベルの維持と向上を図っております。

さらには、グローバル人財を育成し、研鑽を積んだスタッフを海外に派遣

することで、日本の接客レベルを全世界で実現してまいります。当社グル

ープとしては、このような人財育成の取り組みを顧客満足度の最大化のた

めの重要課題としてとらえ、全事業においてクオリティの高い商品及び接

客を提供できるよう、継続的に従業員の教育を行ってまいります。

　また、労働環境の改善の観点から、ITシステムの入れ替えによる店舗業

務の自動化及び有給休暇取得の施策を進めております。AIやロボティクス

技術導入による労働環境の改善も併せて検討しており、当社グループの人

財がより働きやすい、将来に希望を持てる労働環境の構築とグローバルな

人財の獲得に向けて投資を行ってまいります。

⑤ 衛生面の強化

　近年、食の安心や安全に対する社会的なニーズは高まっております。日

本における2021年6月のHACCP完全制度化等、原材料や提供商品のみなら

ず、製造工程や物流の過程においても食の安全性に対しての取り組みは必

須となっております。当社グループでは、専門対策部署を設置し、工場か

ら物流、店舗での保管や提供方法等、顧客へ商品が最終的に提供されるま

での全ての工程において最新の法令を遵守し、顧客に安全な食をお届けす

るべく、衛生管理マニュアルに基づき衛生管理・品質管理に努めておりま

す。

⑥ 食習慣の多様化

　リモートワーク等の働き方の変容や、食品技術の向上に伴い、消費者の

食習慣に変化の兆しが見られます。テイクアウトやデリバリーに加え、中

食や冷凍食品の需要が非常に高まっており、この傾向は当分継続されると

見込まれます。同時に、環境負荷の低減や持続可能な社会の実現を目指す

世界的な取り組みは、食の市場に新たな需要を生み出しており、食に関す

る価値観の多様化や技術革新は今後一層加速していくと見込まれます。
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　当社グループにおいては、国内、海外ともにテイクアウトやデリバリー

を継続いたします。また、既に展開している中食やEC事業の強化に加え、

ラーメン自動調理機「Yo-Kai Express」事業への商品の供給ならびに開発

を行うことで、顧客の来店以外での収益強化に努めます。

　さらには、新しい食の提案として植物由来のプラントベースラーメンを

国内及び海外で販売するなど、今後も多様化するニーズに応えるべく、ご

来店いただいたお客様に向けてより一層満足いただけるよう、商品の開発

及び、改善をしてまいります。
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事 業 主 要 な 業 務 の 内 容

国 内 店 舗 運 営 事 業

「一風堂」ブランドを中核に、「名島亭」、「因幡う
どん」といった複数ブランドの直営店舗の運営事業を
行っております。創業時より41年間継続してきた伝統
的な「一風堂」に加え、商業施設内のフードコートを
中心に展開する「RAMEN EXPRESS」等、ブランドの更
なる進化と価値向上に努めております。

海 外 店 舗 運 営 事 業

「IPPUDO」ブランドを中核とした直営店舗の運営、並
びに現地運営パートナー企業へのライセンス供与事業
を行っております。事業展開エリアは、直営は、北米
（アメリカ）、欧州（イギリス、フランス、スペイ
ン）、オーストラリア、シンガポール、台湾、インド
ネシアに展開し、また、ライセンス（フランチャイズ
モデル）は、中国・香港、マレーシア、タイ、フィリ
ピン、ミャンマー、ベトナム、オーストラリア、ニュ
ージーランドに展開しております。直営・ライセンス
合わせて世界16カ国・地域（日本を除く）に拡大し、
今後も世界各国への事業展開を積極的に進めてまいり
ます。

商 品 販 売 事 業

業務用を中心とした「信州蕎麦」「うどん」「つゆ」
「麺」「スープ」等の製造及び販売、「一風堂」の味
をご家庭でもお楽しみ頂くことをコンセプトに開発し
ております「おうちでIPPUDOシリーズ」の展開並び
に、自社サイト「一風堂オフィシャルオンラインスト
ア」におけるEC事業を行っており、国内外において一
般消費者から飲食企業に至るまで幅広い客層に対して
商品を提供しております。

(4) 主要な事業内容（2026年3月31日現在）

　当社グループは、当社、当社の子会社16社より構成されており、「国内店

舗運営事業」、「海外店舗運営事業」及び「商品販売事業」を主な事業とし

ております。

　各事業区分における主要な業務の内容は、次のとおりであります。
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セ グ メ ン ト 社 名 事 業 所 及 び 工 場 店舗数

全 社 （ 共 通 ） 株式会社力の源ホールディングス
本社（福岡県）
東京支社（東京都）

-

国内店舗運営事業

株式会社力の源カンパニー

本社（福岡県）
東京支社（東京都）
横浜泉工場（神奈川県）
福岡工場（福岡県）

172店舗

株式会社渡辺製麺 札内工場（北海道） 1店舗

海外店舗運営事業
CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS 
PTE.LTD.

本社（シンガポール） 144店舗

商 品 販 売 事 業 株式会社渡辺製麺
本社（長野県）
茅野工場（長野県）
札内工場（北海道）

-

(5) 主要な営業所及び工場又は店舗（2026年3月31日現在）
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事 業 区 分 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

国 内 店 舗 運 営 事 業 434（1,019）名 69名増（142名増）

海 外 店 舗 運 営 事 業 145（799）名 36名減（16名減）

商 品 販 売 事 業 64（39）名 5名増（4名増）

全 社 （ 共 通 ） 23（3）名 4名増（1名減）

合 計 666（1,860）名 42名増（129名増）

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平均年齢 平均勤続年数

23（2）名 4名増（2名減） 38.70歳 4.85年

(6) 従業員の状況（2026年3月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

（注）1. 従業員数の（　）は、臨時従業員数であり、年間平均人数（1日8時間換算）を

外書きしております。

2. 「全社（共通）」として記載している従業員数は、特定の事業に区分できない

管理部門に所属しているものであります。

3. 国内店舗運営事業の従業員数増加の主な要因は、当社グループによる株式会社

ライズの子会社化及び新店舗の開店等によるものであります。

4. 海外店舗運営事業の従業員数減少の主な要因は、一部子会社での人員整理によ

るものであります。

②　当社の従業員の状況

（注） 従業員数の（　）は、臨時従業員数であり、年間平均人数（1日8時間換算）を

外書きしております。
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借 入 先 借 入 残 高 （ 百 万 円 ）

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 538

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 510

株 式 会 社 八 十 二 長 野 銀 行 253

株 式 会 社 り そ な 銀 行 245

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 222

(7) 主要な借入先（2026年3月31日現在）

(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 82,400,000株

②　発行済株式の総数 30,318,000株

③　株主数 53,086名

株 主 名 持 株 数 ( 千 株 ) 持株比率（％）

E＆RS’　FORCE　CREATION　PTE.LTD. 6,650 21.98

河 原 　 成 美 5,333 17.63

株 式 会 社 麻 生 2,950 9.75

日本マスタートラスト信託銀行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

1,239 4.09

株式会社CFT　Japan　Holdings 1,100 3.63

河 原 　 恵 美 640 2.11

B B H （ L U X ） 　 F O R
F I D E L I T Y 　 F U N D S － P A C I F I C

410 1.35

E＆RS’　FORCE　CREATION　LTD 400 1.32

ア リ ア ケ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 300 0.99

鳥 越 製 粉 株 式 会 社 300 0.99

日 清 製 粉 株 式 会 社 300 0.99

株　式　数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 11,000株 1名

2．会社の現況

(1) 株式の状況（2026年3月31日現在）

④　大株主（上位11名）

（注）1. 当事業年度におけるストック・オプションの行使により、発行済株式

の総数は10,000株増加しております。

2. 当社は、自己株式を72,378株保有しており、持株比率はかかる自己株

式（72,378株）を控除して計算しております。

3. 持株比率は、役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付型ESOP信

託にかかる信託口が所有する当社株式139,880株を含めて計算してお

ります。

4. 上記河原成美氏の所有株式数には、力の源ホールディングス役員持株

会における同氏の持分である71,546株を含めておりません。

5. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状

況
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（注）1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告9頁「②　当事業年

度に係る取締役の報酬等」に記載しております。

2. 上記は、退任した会社役員に対して交付された株式を記載しておりま

す。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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区 分 氏 名 兼 職 先
当該他の法人
等 と の 関 係

取 締 役 鈴 木 美 奈 子

鈴茂器工株式会社
代表取締役会長

合同会社アン・コーポレーシ
ョン代表社員

重要な取引その他
関係はありません。

取 締 役
（監査等委員）

辻 　 哲 哉 Field-R法律事務所弁護士
重要な取引その他
関係はありません。

取 締 役
（監査等委員）

田 鍋 晋 二

株式会社田鍋会計事務所
代表取締役

株式会社ユーラシア旅行社
社外監査役

重要な取引その他
関係はありません。

区 分 氏 名
出席状況、発言状況及び

社外取締役に期待される役割
に関して行った職務の概要

取 締 役 鈴 木 美 奈 子

2025年6月25日就任以降、当事業年度に開催された取
締役会10回の全てに出席しております。外食産業向
け機械の製造・販売を行う企業の経営に関与してき
た経験に基づき、当社事業を取り巻く環境や中長期
的な事業戦略の観点から、取締役会が適切な意思決
定を行うための客観的な助言及び支援を期待してい
たところ、取締役会において適宜質問を行い、当社
の経営に対する助言及び支援を行っております。

取 締 役
（監査等委員）

辻 　 哲 哉

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、ま
た、監査等委員会12回の全てに出席しております。
弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライ
アンス体制の構築・維持のために、取締役会が適切
な意思決定を行うための客観的な助言及び支援を期
待していたところ、取締役会及び監査等委員会にお
いて適宜質問を行い、当社の経営に対する適切な助
言及び支援を実施しております。

(3) 会社役員の状況

①　責任限定契約の内容の概要

　当社は社外取締役鈴木美奈子氏並びに監査等委員である社外取締役辻哲

哉氏及び田鍋晋二氏と、会社法第427条第1項により、会社法第423条第1項

に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が

ないときに限り会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨の

責任限定契約を締結しております。

②　社外役員に関する事項

（a）重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

（b）当事業年度における主な活動状況
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取 締 役
（監査等委員）

田 鍋 晋 二

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、ま
た、監査等委員会12回の全てに出席しております。
公認会計士としての専門的見地から、税務・会計に
関する事項を中心に、取締役会が適切な意思決定を
行うための客観的な助言及び支援を期待していたと
ころ、取締役会及び監査等委員会において適宜質問
を行い、当社の経営に対する適切な助言及び支援を
実施しております。

－ 17 －



報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 43百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合
計額

54百万円

(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　三優監査法人

②　報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と

金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら

ず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬の額に

はこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行

状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必

要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断を

いたしました。

3. 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益

の合計額には、会計監査人及び会計監査人と同一のネットワークファ

ームに属する者に対する、当社及び当社子会社が支払った又は支払う

べき監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬の額を記載しておりま

す。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を

決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目

的とすることといたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める

項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計

監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員

は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し

た旨と解任の理由を報告いたします。
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3．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の内容

の概要は以下のとおりです。

(1) 業務の適正を確保する体制

① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

(a) 取締役が法令・定款及び当社の企業理念を遵守することが企業経営にお

ける最優先事項と位置づけ、「変わらないために、変わり続ける」とい

う企業理念のもと、取締役はこれに従って職務の執行にあたる。

(b) 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制

システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。

(c) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議及び「取締役会規程」に従い、

経営に関する重要な事項を決定する。

(d) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互牽制が

機能する体制を構築し、適正かつ効率的な業務運営を実現する。

(e) 監査等委員会を設置し、取締役の職務執行について、法令及び監査等委

員会規程に基づき監査を実施する。監査等委員会は、当社の内部統制シ

ステムを活用し、内部監査部門と連携して監査に当たる。

(f) コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスにかかる各種規程

の整備、役職員への啓蒙及びコンプライアンスの状況等の確認を実施す

る。

(g) 管理部門は、企業活動に関連する法規及び定款の周知並びに会社規程等

の継続的整備及び周知を図る。

(h) 内部監査部門として業務執行部門から独立した内部監査室を代表取締役

社長直轄で設置し、代表取締役社長の指示に基づき、定期的に各部門の

業務執行及びコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適

合性、効率性の検証を行う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報に

ついては、法令及び「文書管理規程」「情報管理規程」「稟議規程」等の

関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他

関連規程は必要に応じて適時見直し等の改善をする。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 取締役及び使用人は、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限

規程」に定められた職務と権限に基づき業務を遂行し、自己の職務と権

限を超える事項は、「稟議規程」により上位者の決裁を仰ぐことによ

り、不測の事態（損失）を防止する。

(b) 管理部門は、各部門におけるリスク管理のための方針・体制・手続等を

定め、リスク状況を把握し、適切に管理する。

(c) 内部監査部門は、各業務執行部門のリスク管理の状況を監査し、その結

果を定期的に代表取締役社長に報告し、重要な事項については取締役会

及び監査等委員会に報告する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会

の運営方法を「取締役会規程」に定めて円滑な意思決定を図るととも

に、定時取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を

開催する。

(b) 定款において取締役会での決議の省略を定めており、緊急かつ簡易な案

件に関する承認手続きの効率化を図る。

(c) 取締役会において、中期経営計画を策定し、経営目標を明確化する。

(d) 月1回開催される定時取締役会において、業績進捗に関して定期的なレ

ビューを行い、取締役会で定めた中期経営計画及び年度予算に照らし

て、分析・評価を行い、必要に応じて、改善策を検討する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

(a) 子会社の管理は、可能な限り自主性を尊重しつつ、企業理念、行動規範

などをグループ各社で共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保する

ため、指導・育成を行うものとし、「関係会社管理規程」を制定し、子

会社に対し適切な管理を行う。

(b) 子会社の管理を管轄する部門は、子会社において開催する取締役会その

他の会議への出席等を通じて情報の共有と連携を図る。
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(c) 子会社には原則として取締役を派遣し、当社の意思を経営に反映すると

ともに、損失の危険が生じた場合は直ちに当該業務を管轄する業務執行

の責任者へ報告を行う。

(d) 子会社には原則として監査役を派遣し、監査結果に基づいて当該業務を

管轄する取締役及び業務執行の責任者へ報告を行う。

(e) 当社のコンプライアンス委員会は、当社の監査等委員及び内部監査部門

と連携の上、子会社の業務が適正に行われているかのモニタリングを行

う。

(f) 当社の内部監査部門は、グループ各社の内部統制の有効性を監査し、結

果を代表取締役社長及び各業務執行の責任者に報告し、重要な事項につ

いては取締役会、監査等委員会及びコンプライアンス委員会に報告す

る。

(g) 取締役が法令・定款及び当社の企業理念を遵守することが企業経営にお

ける最優先事項と位置づけ、「変わらないために、変わり続ける」とい

う当社グループ共通の企業理念のもと、取締役はこれに従って職務の執

行にあたる。

(h) 子会社の定時取締役会において、子会社の業績進捗に関して定期的なレ

ビューを行い、取締役会で定めた中期経営計画及び年度予算に照らし

て、分析・評価を行い、必要に応じて、改善策を検討する。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

(a) 当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人は配置していないが、取

締役会は監査等委員会と協議を行い、監査等委員会の意向を尊重しつ

つ、当該使用人を任命及び配置することができる。

(b) 監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の指揮命令に従

って監査等委員会の業務全体を補助するものとし、これに必要な知識・

能力を有する者を選任する。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び報告したこ

とを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a) 監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するた

め、取締役会のほか、全ての会議または委員会等に出席し、報告を受け

ることができる。

(b) 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定、そ

の他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、
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内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査等委員会に報告す

る。

(c) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び

不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに監

査等委員会に報告する。

(d) 取締役及び使用人は、当社または子会社の業務執行に関し、監査等委員

会にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を直接行うこ

とができる。

(e) 監査等委員会に報告・相談を行った取締役及び使用人もしくは子会社の

役職員に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利な取扱いを禁

止し、その旨を取締役及び使用人に対し周知徹底をする。

⑧ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に

関する事項

　取締役は、各監査等委員の職務の執行に協力し、監査の実効性を担保す

るため、監査費用のための予算措置を行い、各監査等委員の職務の執行に

係る経費等の支払いを行う。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 監査等委員会は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に

応じ取締役、業務執行の責任者、使用人も含め執行部側との連絡会を開

催し報告を受けることができる。

(b) 監査等委員会は、経理部門、法務部門その他各部門に対して、随時必要

に応じ、監査への協力を求めることができる。

(c) 監査等委員会は、内部監査室に監査の協力を求めることができるものと

し、内部監査室は、監査等委員による効率的な監査に協力する。

(d) 監査等委員会は、会計監査人とも意見交換や情報交換を行い、連携を保

ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制

　当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不

法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人

に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努

め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡をとり、

組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、2017年6月26日付けで監査等委員会設置会社へ移行し、取締役

会の監督機能の強化・社外取締役の活用による経営の透明性の確保及び効

率化を進めております。また当社は、取締役会において経営上のリスクの

検討を行い、必要に応じて社内組織、業務及び諸規程等を見直し、その実

効性を向上させております。

　なお、業務の適正を確保するための体制についての運用状況は以下のと

おりであります。

① 取締役会は、取締役（監査等委員を除く）3名（うち社外取締役1名）と監

査等委員である取締役3名（うち社外取締役2名）で構成され、各議案につい

て毎回活発な意見交換及び議論が行われております。なお、より多くの時間

を戦略的な議論にあてられるよう、議案の絞り込みをするなど、取締役会の

運営の方法の見直しを適宜行っております。また、取締役会の実効性を高

め、社外取締役がその監督機能を十分に果たすことができるよう、毎月、取

締役会開催数日前に社外取締役を対象とした上程議案に関する事前説明会を

実施しております。

② 監査等委員である取締役は、取締役会において議案の審議、決議に参加

し、業務執行状況の報告を受けるほか、常勤監査等委員につきましては、子

会社の取締役会等に出席し、監査の実効性の向上を図っております。また、

常勤監査等委員と子会社監査役の間で、定期的な情報交換の場を設け、情報

共有を行っており、当社が子会社の監査を行う際の協力体制を構築しており

ます。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施

しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

③ 当社及びグループ各社の役職員に対し、その職務や地位に応じて必要なコ

ンプライアンスについて、社内研修及びeラーニングでの教育を実施し、法

令、定款及び社内規程を遵守するための取り組みを継続的に行っておりま

す。

④ リスク管理及びコンプライアンス体制を強化するための取組みとして、事

故や災害が発生した折には、当社グループの危機発生時の緊急連絡網を通じ

て、取締役、監査等委員及び各部門の責任者に速やかに情報共有されるシス
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テムを運用しており、発生したリスクに対して迅速かつ組織的な対応を行う

体制を構築しております。

⑤ 内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び

子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。また、代表取締役

社長に定期的な報告を行っており、監査等委員会及び会計監査人と連携し、

監査の実効性の向上を図っております。

⑥ 既存取引先及び新規取引先について、外部調査会社等を活用して反社会的

勢力のチェックを実施しております。また、取引先との契約時における反社

会的勢力排除条項の契約書への記載を必須としております。

⑦ 倫理・コンプライアンスに係る体制の一環として、内部通報制度を設け運

用し、倫理・コンプライアンスに反する行為の早期発見及び是正を図ってお

ります。また、本制度を通じ、報告・相談を行ったことを理由とする不利な

取扱いを禁止し、その旨を取締役及び使用人に対し周知徹底しております。
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4．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、将来の事業の発展と経営基盤の強化のための内部留保を総合的に勘案

し、株主の皆様に対し安定的かつ継続的な利益還元を実施することを基本方針と

しております。

　剰余金の配当につきましては、期末配当及び中間配当の年2回を基本方針とし

ております。

　また、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の

配当等を行う旨、当社定款に定めております。当期末の配当につきましては、1

株当たり期末配当金10円00銭を配当とさせていただく旨、2026年5月14日の取締

役会で決議いたしました。なお2025年12月8日に中間配当として1株当たり普通配

当金10円00銭を実施しております。そのため、当連結会計年度に係る剰余金の配

当は、1株当たり20円00銭となります。

　次期（2027年3月期）の配当予想につきましては、上記基本方針に基づき、普

通配当として1株当たり22円（中間配当11円、期末配当11円）とするとともに、

創業40周年を記念した特別配当として1株当たり2円（中間配当1円、期末配当1

円）とすることで、1株当たり合計24円（中間配当12円、期末配当12円）を予定

しております。普通配当につきましては、5期連続での増配となります。配当水

準の決定につきましては、配当性向に加えてDOE（純資産配当率）も踏まえ、自

己資本の規模に見合う配当水準を総合的に判断してまいります。

　当社は、これまでにも急成長と大規模投資を組み合わせた事業拡大の局面を経

験しており、海外事業をはじめとした成長の再加速を進める際は、資本を積極的

な成長投資へ振り向ける方針です。その際は、配当水準が現在より抑制される可

能性がございますが、事業拡大が中長期的な株主価値の最大化につながるものと

考えております。健全な財務基盤（自己資本比率60.3％、有利子負債の低水準維

持）により、成長投資は低コストの借入資金で賄うことが可能であり、希薄化を

伴う新株発行は実施しない方針です。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

棚 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

10,487,246

7,588,990

908,223

637,832

1,352,526

△327

9,584,603

6,111,975

4,917,338

308,982

470,756

2,423

25,075

387,399

119,966

82,045

37,921

3,352,661

272,629

12,730

507,066

1,947,511

624,773

△12,050
　

（負 債 の 部）

流 動 負 債 5,361,196

支払手形及び買掛金 993,130

短 期 借 入 金 140,000

１年内返済予定の長期借入金 1,031,569

リ ー ス 債 務 1,118

未 払 金 1,086,362

未 払 法 人 税 等 715,881

株式給付引当金 19,314

株式連動型金銭給付引当金 2,385

賞 与 引 当 金 11,124

株主優待引当金 115,284

資 産 除 去 債 務 11,716

そ の 他 1,233,309

固 定 負 債 2,597,774

長 期 借 入 金 882,074

リ ー ス 債 務 1,304

繰 延 税 金 負 債 2,242

役員株式給付引当金 59,664

株式給付引当金 64,351

株式連動型金銭給付引当金 10,723

退職給付に係る負債 185,391

資 産 除 去 債 務 1,239,671

そ の 他 152,350

負 債 合 計 7,958,971

（純資産の部）

株 主 資 本 10,970,161

資 本 金 3,149,715

資 本 剰 余 金 2,980,744

利 益 剰 余 金 5,132,074

自 己 株 式 △292,372

その他の包括利益累計額 1,142,717

その他有価証券評価差額金 13,995

為替換算調整勘定 1,128,722

純 資 産 合 計 12,112,878

資 産 合 計 20,071,849 負 債 ・ 純 資 産 合 計 20,071,849

連 結 貸 借 対 照 表

（2026年3月31日現在）
（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年 4月 1日から
2026年 3月31日まで)

科 目 金 額

売 上 高 36,261,804

売 上 原 価 11,060,288

売 上 総 利 益 25,201,515

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 22,876,426

営 業 利 益 2,325,088

営 業 外 収 益

受 取 利 息 44,917

受 取 配 当 金 6,276

為 替 差 益 159,729

賃 貸 収 入 142,900

そ の 他 54,401 408,224

営 業 外 費 用

支 払 利 息 22,856

賃 貸 収 入 原 価 124,966

財 務 支 払 手 数 料 190

そ の 他 2,352 150,365

経 常 利 益 2,582,947

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 373,186

資 産 除 去 債 務 戻 入 益 5,868 379,055

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 191

固 定 資 産 除 却 損 100,071

減 損 損 失 214,706

そ の 他 5,643 320,613

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,641,389

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 933,169

法 人 税 等 調 整 額 △120,885 812,283

当 期 純 利 益 1,829,106

親会社株主に帰属する当期純利益 1,829,106

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年 4月 1日から
2026年 3月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 3,148,390 2,979,419 3,877,444 △319,981 9,685,272

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1,325 1,325 - - 2,650

剰 余 金 の 配 当 - - △574,476 - △574,476

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

- - 1,829,106 - 1,829,106

自 己 株 式 の 処 分 - - - 27,609 27,609

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額 (純額 )

- - - - -

当 期 変 動 額 合 計 1,325 1,325 1,254,629 27,609 1,284,888

当 期 末 残 高 3,149,715 2,980,744 5,132,074 △292,372 10,970,161

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計その他有価証
券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 11,901 964,352 976,254 10,661,526

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 - - - 2,650

剰 余 金 の 配 当 - - - △574,476

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

- - - 1,829,106

自 己 株 式 の 処 分 - - - 27,609

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額 (純額 )

2,093 164,369 166,463 166,463

当 期 変 動 額 合 計 2,093 164,369 166,463 1,451,351

当 期 末 残 高 13,995 1,128,722 1,142,717 12,112,878

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1.連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　16社

(2) 連結子会社の名称

㈱力の源カンパニー

㈱渡辺製麺

㈱ライズ

CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.

IPPUDO USA HOLDINGS,INC.

IPPUDO NY, LLC

IPPUDO SINGAPORE PTE.LTD.

IPPUDO AUSTRALIA Pty Ltd

IPPUDO LONDON CO. LIMITED

IPPUDO PARIS SAS

IPPUDO CA LLC

PT. IPPUDO CATERING INDONESIA

PT. NOODLE MANIA INDONESIA

台湾一風堂股份有限公司

IPPUDO ESPAÑA, S.L.

Ippudo Deutschland GmbH

　新たに株式を取得いたしました㈱ライズ及び新規に設立いたしましたPT. 

NOODLE MANIA INDONESIAは、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

2.持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。
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3.連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社である、CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.、IPPUDO USA 

HOLDINGS,INC.、IPPUDO NY, LLC、IPPUDO SINGAPORE PTE.LTD.、IPPUDO AUSTRALIA 

Pty Ltd、IPPUDO LONDON CO. LIMITED、IPPUDO PARIS SAS、PT. IPPUDO CATERING 

INDONESIA、PT. NOODLE MANIA INDONESIA、台湾一風堂股份有限公司、IPPUDO 

ESPAÑA, S.L.、Ippudo Deutschland GmbHの決算日は12月31日であり、連結決算日と

の差は3ヶ月以内であるため、当該会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結

を行っております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

　また、IPPUDO CA LLCは決算日が12月31日でありますが、連結計算書類の作成にあ

たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

　その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。

4.会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平

均法により算定）

市場価格のない株式等

　主として移動平均法による原価法

②棚卸資産

a 商品、製品、原材料

　国内連結子会社の一部及び在外連結子会社は、主として先入先出法による原価

法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用しております。

　また、国内連結子会社の一部は総平均法による原価法（収益性の低下による簿

価切り下げの方法）を採用しております。

b 貯蔵品

　最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用しておりま

す。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は主として建物（建物附属設備を除く）及び2016年4月1

日以後に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法、その他については

定率法を採用しております。

　また、在外連結子会社については、定額法を採用しております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5
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年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④長期前払費用

　均等償却を採用しております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

②賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上しております。

③役員株式給付引当金

　役員株式給付規程に基づく役員に対する当社株式の給付に備えるため、当連結会

計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

④株式給付引当金

　株式給付規程に基づく従業員に対する当社株式の給付に備えるため、当連結会計

年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

⑤株式連動型金銭給付引当金

　株式連動型金銭給付規程に基づく従業員に対する金銭の給付に備えるため、当連

結会計年度末における株式連動型金銭給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

⑥株主優待引当金

　株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、株主優待券の利用実績に基づい

て、翌連結会計年度以降に発生すると見込まれる額を計上しております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付

に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用して

おります。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。外貨建有価証券（その他有価証券）は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は全部純資産直入法により処理して

おります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、子会社の決算日の直物為替相場
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により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(7) 重要な収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主

な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時

点）は以下のとおりであります。

①国内店舗運営事業及び海外店舗運営事業

　a 店舗運営売上

　国内店舗運営事業及び海外店舗運営事業においては、主に店舗において飲食サー

ビスの提供を行っております。当社グループのサービスの提供は、顧客からの注文

に基づき料理を提供し、対価を受領した時点で履行義務が充足されると判断し、当

該時点で収益を認識しております。

　b ライセンスの供与

　国内店舗運営事業及び海外店舗運営事業においては、当社の知的財産に関するラ

イセンスについて、海外でのライセンス契約及び国内での法人暖簾分け契約に基づ

き、ライセンス契約先パートナー企業が各国エリアで一風堂（IPPUDO）店舗を運営

することによりロイヤリティ収入を収受しております。ロイヤリティ収入は、当該

企業の店舗売上に基づいて生じるものであり、当該企業において当該店舗で顧客へ

の飲食サービスを提供し、対価を受領した時点で収益を認識しております。

　ライセンス契約締結時や新規出店時にライセンス契約先パートナー企業から受領

するイニシャルロイヤリティ又は加盟金、及びストアフィーについては、ライセン

スを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンス期間にわたり知的財産にアクセ

スする権利であると考えられるため、当該対価を契約負債として計上し、履行義務

の充足に従い一定期間にわたって収益を認識しております。

②商品販売事業

　商品販売事業においては、国内外において当社グループが製造又は企画した麺、ス

ープ及び関連商品の販売を行っております。このような製品及び商品の販売について

は、当該製品及び商品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点で収益を認識

しております。ただし、各国の国内販売については、出荷時から製品及び商品の支配

が顧客に移転するまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識し

ております。

(8) のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、20年以内の

合理的な期間で規則的に償却しております。
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会計方針の変更に関する注記

　該当事項はありません。

表示方法の変更に関する注記

　該当事項はありません。

会計上の見積りの変更に関する注記

　該当事項はありません。
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国内店舗運営事業 海外店舗運営事業

有形固定資産 4,223,033 1,556,824

無形固定資産 26,619 70,047

投資その他の資産(その他) 44,981 353,176

合計 4,294,635 1,980,048

減損損失 139,957 74,748

会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算

出しております。

　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌

連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであ

ります。

国内店舗運営事業及び海外店舗運営事業に係る固定資産の減損

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）

(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報

　当社グループは、国内店舗運営事業及び海外店舗運営事業に係る固定資産の減損の

兆候の有無を把握するに際して、店舗を基本単位として資産のグルーピングを行って

おり、各資産グループの営業損益が継続してマイナスとなった場合、固定資産の時価

が著しく下落した場合、あるいは退店の意思決定をした場合、著しい経営環境の悪化

を認識した場合等に減損の兆候があるものと判定しております。減損の兆候があると

判定された資産グループについては、各資産グループの事業計画に基づき将来キャッ

シュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの総額と固定資産の帳簿価額

とを比較することにより減損損失の認識の要否を判定しております。

　将来キャッシュ・フローの見積りにおいて使用する各資産グループの事業計画に

は、当連結会計年度の実績を基礎として、売上高の成長率や原材料費や人件費等、各

種経費の発生に関する仮定が含まれております。

　したがって、将来キャッシュ・フローの見積りにおいて使用した事業計画に対して

将来における経営環境の変化等により重要な未達が生じる場合や、事業計画に含まれ

る仮定の見直しが必要となる場合には、翌連結会計年度の連結計算書類において、重

要な減損損失が発生する可能性があります。
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追加情報

（役員向け株式給付信託）

　当社は、2023年5月31日開催の取締役会において、中長期的な業績向上と企業価値増大

への貢献意欲を高めることを目的として、当社の取締役（社外取締役、監査等委員である

取締役及び国内非居住者を除く）を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度（以下、

「本制度」という）の導入を決議し、2023年8月18日より導入しております。

(1)取引の概要

　本制度は、当社の取締役の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する

信託（以下、「本信託」という）が当社株式を取得し、当社の取締役に付与するポイ

ントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭（以下、「当社株

式等」という）を、本信託を通じて、当社の取締役に給付する株式報酬制度です。

　なお、当社の取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社の取締役

の退任時であります。

(2)信託に残存する自社の株式

　信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に

より、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該株式

の帳簿価額及び株式数は、135,539千円、62,100株であります。

（株式給付型ESOP）

　当社は、2018年7月13日開催の取締役会において、当社及び当社グループ会社の従業員

（以下、「当社グループ従業員」といいます。）を対象とした、インセンティブ・プラン

「株式給付型ESOP」（以下、「本制度」といいます。）の導入を決議し、2018年8月13日

より導入しております。

　当社は、当社グループ従業員の新しい福利厚生制度として当社の株式を給付し、株価上

昇及び業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、本制度を導入しております。

(1)取引の概要

　本制度は、株式給付型ESOP（Employee Stock Ownership Plan）信託（以下「ESOP

信託」といいます。）と称される仕組みを採用しております。ESOP信託とは、米国の

ESOP制度を参考にした従業員インセンティブ・プランであり、ESOP信託が取得した当

社株式を、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社グル

ープ従業員に対し給付する仕組みです。

　当社は当社グループ従業員に対し、貢献度に応じたポイントを付与し、株式給付規

程に定める一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する

当社株式を給付します。

(2)信託に残存する自社の株式

　信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に

より、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該株式

の帳簿価額及び株式数は、86,158千円、77,780株であります。
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商品及び製品 187,381千円

原材料及び貯蔵品 450,451千円

2.有形固定資産の減価償却累計額 10,201,339千円

暖簾分け法人7社 87,360千円

連結貸借対照表に関する注記

1.棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。

3.保証債務

　下記の暖簾分け法人の金融機関等からの債務に対し、保証を行っております。
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株 式 の 種 類 当期首の株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末の株式数

普 通 株 式 30,308,000株 10,000株 ― 30,318,000株

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2025年5月22日

取締役会
普通株式 利益剰余金 272,120千円 9円 2025年3月31日 2025年6月9日

2025年11月13日

取締役会
普通株式 利益剰余金 302,356千円 10円 2025年9月30日 2025年12月8日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2026年5月14日

取締役会
普通株式 利益剰余金 302,456千円 10円 2026年3月31日 2026年6月8日

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

（注）普通株式の発行済株式数の増加は、新株予約権の行使による増加10,000株でありま

す。

2．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（注1）2025年5月22日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保

有する当社株式に対する配当金（657千円）及び株式給付型ESOP信託が保有する当

社株式に対する配当金（729千円）が含まれております。

（注2）2025年11月13日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信託が

保有する当社株式に対する配当金（621千円）及び株式給付型ESOP信託が保有する

当社株式に対する配当金（780千円）が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（注）2026年5月14日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信託が保

有する当社株式に対する配当金（621千円）及び株式給付型ESOP信託が保有する当

社株式に対する配当金（777千円）が含まれております。
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金融商品に関する注記

1．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは主に新規出店等の設備投資に必要な資金を設備投資計画に照らし

て、銀行借入及び増資等の方法により調達しております。

　運転資金については必要に応じて銀行借入により調達しております。デリバティ

ブ取引は、後述するリスクを回避するために必要に応じて利用しており、投機的な

取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。当該リスクに関しては、取引開始時に信用判定を行うとともに、適宜信用

状況を把握しております。なお、ほとんどの債権は1ヶ月以内の入金期日でありま

す。

　投資有価証券は、営業上あるいは業務上の関係を有する取引先の株式であり、市

場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。当該リスクに関

しては、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業

との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借に係るもので、差入先の信用リスクに晒さ

れております。当該リスクに関しては、取引開始時に信用判定を行うとともに、契

約更新時その他適宜契約先の信用状況の把握に努めております。

　営業債務である支払手形及び買掛金、未払金はほとんどが1ヶ月以内の支払期日

であります。

　借入金は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、借入金の期

間は原則として10年以内であります。

　変動金利による借入は、金利変動リスクに晒されております。当該リスクに関し

ては財務グループが支払金利の変動をモニタリングし、必要に応じて金利スワップ

取引等を利用し、金利変動リスクを回避することとしております。

　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払実行できなくなるリスク）につい

て、当社は各部署からの報告に基づき財務グループが適時に資金繰計画を作成・更

新し、手許流動性を維持することにより流動性リスクを管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価等には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因

を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動す

ることがあります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 投資有価証券（※2）
その他有価証券 69,319 69,319 -

(2) 敷金及び保証金 1,947,511 1,621,797 △325,714

資産計 2,016,831 1,691,117 △325,714

(3) 長期借入金（※3） 1,913,643 1,909,845 △3,797

負債計 1,913,643 1,909,845 △3,797

区　　　　分 当連結会計年度(千円)

非上場株式 203,309

2．金融商品の時価等に関する事項

　2026年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれら

の差額については、次のとおりであります。

 （単位：千円）

（※1）「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入

金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価

が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（※2）市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金

融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（※3）長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格によ

り算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算

定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した

時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに時価を分類しております。
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区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 69,319 - - 69,319

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

敷金及び保証金

長期借入金

-

-

1,621,797

1,909,845

-

-

1,621,797

1,909,845

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融資産以外の金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引され

ているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。

敷金及び保証金

これらの時価は、償還予定時期を見積り、将来キャッシュ・フローを国債利回り

等、適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値等により算定しており、レベル2

の時価に分類しております。

長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味し

た利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しており

ます。

－ 40 －



国内店舗

運営事業

海外店舗

運営事業
商品販売事業 合計

顧客との契約か

ら生じる収益
17,417,052 14,427,901 4,416,849 36,261,804

その他の収益 - - - -

外部顧客への

売上高
17,417,052 14,427,901 4,416,849 36,261,804

当連結会計年度

顧客との契約から生じる債権（期首残高） 837,010

顧客との契約から生じる債権（期末残高） 908,223

契約負債（期首残高） 146,926

契約負債（期末残高） 122,285

収益認識に関する注記

(1) 収益の分解

（単位：千円）

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

　「4.会計方針に関する事項」の「(7)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとお

りであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

　①契約負債の残高等

（単位：千円）

　契約負債は、ライセンス契約締結時や新規出店時にライセンス契約先パートナ

ー企業から受領するイニシャルロイヤリティ又は加盟金、及びストアフィーであ

ります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首残高の契約負債残高に含まれ

ていた額は、44,361千円であります。また、当連結会計年度において、契約負債

が24,640千円減少した主な理由は、収益の認識に伴う取り崩しによる減少32,547

千円、新規出店に伴う加盟金及びストアフィーの受領による増加10,000千円であ

ります。

　過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に

認識した収益（主に、取引価格の変動）の額に重要性はありません。

　②残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって

実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約、及び知的財

産のライセンス契約のうち売上高に基づくロイヤリティについては、注記の対象

に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の主な事業ごとの総額
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当連結会計年度

国内店舗運営事業 60,009

海外店舗運営事業 62,162

合計 122,172

1株当たり純資産額 402円34銭

1株当たり当期純利益 60円78銭

は、以下のとおりであります。これらのうち、約10％が1年内に、残り約90％がそ

の後20年内に収益として認識されると見込んでおります。

（単位：千円）

1株当たり情報に関する注記

（注1）「役員向け株式給付信託」及び「株式給付型ESOP」が保有する当社株式を、1株当

たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に139,880株含

めております。

（注2）「役員向け株式給付信託」及び「株式給付型ESOP」が保有する当社株式を、1株当

たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に

145,104株含めております。

重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

2,284,106

1,692,595

350,009

38,558

202,944

7,816,705

307,568

72,331

0

2,553

18,715

213,966

1,316

1,316

7,507,820

85,000

2,873,965

9,358

4,340,346

6,505

186,498

15,504

△9,358
　

（負 債 の 部）

流 動 負 債 1,804,065

１年内返済予定の長期借入金 984,557

未 払 金 375,297

未 払 費 用 2,556

未 払 法 人 税 等 192,073

預 り 金 9,240

株式給付引当金 19,314

株式連動型金銭給付引当金 2,385

株主優待引当金 115,284

そ の 他 103,355

固 定 負 債 964,062

長 期 借 入 金 815,458

役 員 株 式 給 付 引 当 金 59,664

株式給付引当金 64,351

株式連動型金銭給付引当金 10,723

資 産 除 去 債 務 3,868

そ の 他 9,997

負 債 合 計 2,768,128

（純資産の部）

株 主 資 本 7,332,683

資 本 金 3,149,715

資 本 剰 余 金 3,065,794

資 本 準 備 金 3,050,514

その他資本剰余金 15,280

利 益 剰 余 金 1,409,545

利 益 準 備 金 40,000

その他利益剰余金 1,369,545

別 途 積 立 金 145,982

繰越利益剰余金 1,223,563

自 己 株 式 △292,372

純 資 産 合 計 7,332,683

資 産 合 計 10,100,812 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,100,812

貸　借　対　照　表

（2026年3月31日現在）
（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年 4月 1日から
2026年 3月31日まで)

科 目 金 額

営 業 収 益 2,174,533

営 業 費 用 1,898,268

営 業 利 益 276,265

営 業 外 収 益

受 取 利 息 104,761

受 取 配 当 金 4,400

為 替 差 益 181,370

賃 貸 収 入 18,845

そ の 他 13,900 323,277

営 業 外 費 用

支 払 利 息 19,122

賃 貸 収 入 原 価 2,188

株 式 交 付 費 72

そ の 他 26 21,409

経 常 利 益 578,133

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 357,075 357,075

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,345 2,345

税 引 前 当 期 純 利 益 932,863

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 234,833

法 人 税 等 調 整 額 △11,395 223,437

当 期 純 利 益 709,425

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年 4月 1日から
2026年 3月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資 本 剰 余 金 合 計

当 期 首 残 高 3,148,390 3,049,189 15,280 3,064,469

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1,325 1,325 - 1,325

剰 余 金 の 配 当 - - - -

当 期 純 利 益 - - - -

自 己 株 式 の 処 分 - - - -

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

- - - -

当 期 変 動 額 合 計 1,325 1,325 - 1,325

当 期 末 残 高 3,149,715 3,050,514 15,280 3,065,794

株 主 資 本

純資産合計

利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金

繰越利益剰
余 金

当 期 首 残 高 40,000 145,982 1,088,614 1,274,596 △319,981 7,167,475 7,167,475

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 - - - - - 2,650 2,650

剰 余 金 の 配 当 - - △574,476 △574,476 - △574,476 △574,476

当 期 純 利 益 - - 709,425 709,425 - 709,425 709,425

自 己 株 式 の 処 分 - - - - 27,609 27,609 27,609

株主資本以外の項
目の当期変動額(純
額 )

- - - - - - -

当 期 変 動 額 合 計 - - 134,949 134,949 27,609 165,208 165,208

当 期 末 残 高 40,000 145,982 1,223,563 1,409,545 △292,372 7,332,683 7,332,683

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等

　主として移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　主として建物（建物附属設備を除く）及び2016年4月1日以後に取得した建物附属

設備並びに構築物については定額法、その他については定率法を採用しておりま

す。

(2) 無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5

年）によっております。

3.繰延資産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

4.引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(2) 役員株式給付引当金

　役員株式給付規程に基づく役員に対する当社株式の給付に備えるため、当事業年

度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(3) 株式給付引当金

　株式給付規程に基づく従業員に対する当社株式の給付に備えるため、当事業年度

末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) 株式連動型金銭給付引当金

　株式連動型金銭給付規程に基づく従業員に対する金銭の給付に備えるため、当事

業年度末における株式連動型金銭給付債務の見込額に基づき計上しております。

(5) 株主優待引当金

　株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、株主優待券の利用実績に基づい

て、翌事業年度以降に発生すると見込まれる額を計上しております。
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5.重要な収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①経営指導料収入

　子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が行わ

れた時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しておりま

す。

②ライセンスの供与

　当社の知的財産に関するライセンスについて、海外でのライセンス契約に基づき、ラ

イセンス契約先パートナー企業が各国エリアで一風堂（IPPUDO）店舗を運営することに

よりロイヤリティ収入を収受しております。ロイヤリティ収入は、当該企業の店舗売上

に基づいて生じるものであり、当該企業において当該店舗で顧客への飲食サービスを提

供し、対価を受領した時点で収益を認識しております。

　ライセンス契約締結時や新規出店時にライセンス契約先パートナー企業から受領する

イニシャルロイヤリティ及びストアフィーについて、ライセンスを顧客に供与する際の

約束の性質が、ライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利であると考えられ

るため、当該対価を契約負債として計上し、履行義務の充足に従い一定期間にわたって

収益を認識しております。

③受取配当金

　子会社からの受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益認識しており

ます。

6.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。
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会計方針の変更に関する注記

　該当事項はありません。

表示方法の変更に関する注記

　該当事項はありません。

会計上の見積りの変更に関する注記

　該当事項はありません。

会計上の見積りに関する注記

　該当事項はありません。

追加情報

（役員向け株式給付信託）

　当社は、2023年5月31日開催の取締役会において、中長期的な業績向上と企業価値増大

への貢献意欲を高めることを目的として、当社の取締役（社外取締役、監査等委員である

取締役及び国内非居住者を除く）を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度（以下、

「本制度」という）の導入を決議し、2023年8月18日より導入しております。

(1）取引の概要

　本制度は、当社の取締役の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する

信託（以下、「本信託」という）が当社株式を取得し、当社の取締役に付与するポイ

ントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭（以下、「当社株

式等」という）を、本信託を通じて、当社の取締役に給付する株式報酬制度です。

　なお、当社の取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社の取締役

の退任時であります。

(2）信託に残存する自社の株式

　信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に

より、純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末の当該株式の帳

簿価額及び株式数は、135,539千円、62,100株であります。

（株式給付型ESOP）

　当社は、2018年7月13日開催の取締役会において、当社及び当社グループ会社の従業員

（以下、「当社グループ従業員」といいます。）を対象とした、インセンティブ・プラン

「株式給付型ESOP」（以下、「本制度」といいます。）の導入を決議し、2018年8月13日

より導入しております。

　当社は、当社グループ従業員の新しい福利厚生制度として当社の株式を給付し、株価上

昇及び業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、本制度を導入しております。
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(1）取引の概要

　本制度は、株式給付型ESOP（Employee Stock Ownership Plan）信託（以下「ESOP

信託」といいます。）と称される仕組みを採用しております。ESOP信託とは、米国の

ESOP制度を参考にした従業員インセンティブ・プランであり、ESOP信託が取得した当

社株式を、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社グル

ープ従業員に対し給付する仕組みです。

　当社は当社グループ従業員に対し、貢献度に応じたポイントを付与し、株式給付規

程に定める一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する

当社株式を給付します。

(2）信託に残存する自社の株式

　信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に

より、純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末の当該株式の帳

簿価額及び株式数は、86,158千円、77,780株であります。
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IPPUDO NY, LLC 102,538千円

IPPUDO AUSTRALIA Pty Ltd 14,475千円

計 117,013千円

短期金銭債権 470,894千円

短期金銭債務 341,345千円

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 1,811,276千円

営業費用 869,162千円

営業取引以外の取引高

受取利息 98,280千円

賃貸収入 11,782千円

普通株式 212,258株

貸借対照表に関する注記

1.有形固定資産の減価償却累計額　　　99,934千円

2.保証債務

下記の子会社における支払家賃に対し、保証を行っております。

3.関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の額（区分表示したものを除く）

損益計算書に関する注記

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産

減損損失 10,106千円

資産除去債務 1,213千円

未払事業税 15,506千円

繰越外国税額控除 83,977千円

会社分割による関係会社株式調整額 80,820千円

関係会社株式評価損 537,765千円

投資有価証券評価損 43,094千円

貸倒引当金 2,934千円

その他 101,391千円

繰延税金資産小計 876,810千円

評価性引当額 △689,373千円

繰延税金資産合計 187,437千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △938千円

繰延税金負債合計 △938千円

繰延税金資産純額 186,498千円

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会社等の名称
議決権等の所有

（被所有）割合
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額

（注1）
科 目

期末残高

（注1）

子 会 社
㈱ 力 の 源

カ ン パ ニ ー

所有

直接 100.0％

経営指導

資金の援助

役員の兼任

経営指導料

の受取

（注2）

676,800 売掛金 62,150

貸付の回収

（注3）
50,000

関 係 会 社

長期貸付金
3,000,000

子 会 社

CHIKARANOMOTO 

GLOBAL 

HOLDINGS 

PTE.LTD.

所有

直接 100.0％

業務委託

役員の兼任

業務委託

（注4）
803,256 未 払 金 263,308

子 会 社
IPPUDO USA 

HOLDINGS,INC.

所有

間接 100.0％

資金の援助

役員の兼任

資金の貸付

（注3）
-

関 係 会 社

長期貸付金
490,671

子 会 社 IPPUDO CA LLC
所有

間接 100.0％

資金の援助

役員の兼任

資金の貸付

（注3）
-

関 係 会 社

長期貸付金
849,675

関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

（単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1） 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税

等が含まれております。

（注2） 経営指導料については、業務内容、業績等を勘案し、両社協議の上で決定してお

ります。

（注3） 資金の貸付については、市場金利を勘案し利率を合理的に決定しております。

（注4） 業務委託料については、委託業務に係る人件費等必要経費を勘案し、両社協議の

上で決定しております。
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1株当たり純資産額 243円56銭

1株当たり当期純利益 23円57銭

収益認識に関する注記

　顧客から生じる収益を理解するための情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注

記」の「5．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

1株当たり情報に関する注記

（注1）「役員向け株式給付信託」及び「株式給付型ESOP」が保有する当社株式

を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己

株式に139,880株含めております。

（注2）「役員向け株式給付信託」及び「株式給付型ESOP」が保有する当社株式

を、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除

する自己株式に145,104株含めております。

重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 畑 村 国 明

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 西 川 賢 治

独立監査人の監査報告書

2026年5月21日

株式会社力の源ホールディングス

取締役会　御中

三優監査法人
　大阪事務所

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社力の源ホールディング

スの2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について

監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、株式会社力の源ホールディングス及び連結子会社からなる

企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における

監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規

定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、

会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を

果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載

内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて

おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読

の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た

知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以

外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による

重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断

した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類

を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には

当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執

行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不

正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報

告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表

示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書

類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判

断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査

人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの

－ 55 －



ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう

か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算

書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の

注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明すること

が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計

算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適

正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関

する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施す

る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準

で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す

る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な

水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 畑 村 国 明

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 西 川 賢 治

独立監査人の監査報告書

2026年5月21日

株式会社力の源ホールディングス

取締役会　御中

三優監査法人
　大阪事務所

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社力の源ホールデ

ィングスの2025年4月1日から2026年3月31日までの第41期事業年度の計算書類、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明

細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載

内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

計算書類に係る会計監査報告

－ 57 －



　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識

との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執

行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ

れる。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査

人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
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はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立

案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項

が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類

等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表

示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準

で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す

る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な

水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第41期事業年度におけ

る取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果について以下の

とおり報告いたします。

1．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取

締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

ム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報

告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査

を実施いたしました。

 ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門

と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に

関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧

し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の

交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

 ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適

正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ

る事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備

している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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2．監査の結果

（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示

しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の

執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果

会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査等委員 齋 藤 　 晃 宏 ㊞

監 査 等 委 員 辻 　 　 哲 哉 ㊞

監 査 等 委 員 田 鍋 　 晋 二 ㊞

2026年5月21日

株式会社力の源ホールディングス　監査等委員会

　

（注）監査等委員辻哲哉及び田鍋晋二は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役で

あります。

以　上
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